
令和３年１２月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 
農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和３年１２月１７日（金）午後１時３０分～午後２時２４分 

 

さぬき市役所 附属棟 多目的室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～２号） 

非農地証明願について            （会長提出議案第３～７号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第８～９号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１０～１６号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１７号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第１８号） 

青年等就農計画の審査について        （会長提出議案第１９号） 

その他 

 

1楠 豊 3朝倉重弘 4蓮井セツ子(会長職務代理者) 5松岡浩二 6稲田俊美 

7間嶋正憲 8大塚ノブ子 10廣瀬 徹 12十川隆行 13岩澤佳宣 

14寒川 巧 15十河道夫 16藤澤 明 17芳竹和政 18松原俊幸（会長） 

 

 

2吉原博美 9岡村義弘 

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 脇谷哲士主任主事 松本美佳主査 

 

玉木省三副主幹 
 

松岡一海農地集積専門員 猪熊 正農地集積専門員 

 

無 

 

 

 

  



  

  

事務局 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内の時刻より少し早いですけども、欠席と聞いている方以外、全員お

そろいですので、ただいまより１２月定例会を始めさせていただいたらと思

います。進行につきましては、松原会長のほうでよろしくお願いします。 

 

改めまして、皆さん、こんにちは。令和３年もあと２週間余りで、新しい

年を迎えるに当たりまして、コロナがいつまででも、新しいコロナがまた出

たようですけど、これ一体いつが来たら収まるのでしょうか。不安でなりま

せん。皆さんも風邪など引かないように気をつけていただきたいと思いま

す。 

また、先日、皆様には丸亀市で長時間にわたりましての研修会、ありがと

うございました。 

さて、今年も振り返りますと、コロナ、コロナで生活が変更を余儀なくさ

れておりましたが、その上、昨年延期されました東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催に当たりまして、日本選手の活躍がより希望を与えてくれた

と思います。来年はコロナが収まりますよう、元の生活の様式が戻ることを

期待して、願っております。 

また、本日の議題であります各案件につきましては、円滑なご審議、ご協

力のほどよろしくお願いして、簡単ではございますが、挨拶に代えさせてい

ただきます。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認等

を行っていると思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は、１７名中１５名の出席ですので、農業委員会等に関

する法律第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立するこ

とを宣言致します。 

では、議事録署名委員ですが、私のほうから指名致します。６番稲田委員

さん、７番間嶋委員さん、両委員さん、よろしくお願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

Ａ４のこの用紙をご覧ください。 

使用貸借に係る農地の返還通知は９件受理しております。 

報告第１号、貸人、●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●●●●

で、申請地、●●●●●●●●●●●●●番●です。解約理由は借り手の都

合のためです。 

報告第２号、３号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを行

っている農地で、貸人、●●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●

様、申請地●●●●●●●●●●番他１筆です。解約理由は貸人の要望のた

めです。 

報告第４号、貸人、●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●

●、●●●●様で、申請地、●●●●●●●●●●●●●●●番●他４筆で

す。解約理由は借り手の都合のためです。 

報告第５号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●●

●で、申請地、●●●●●●●●●番●です。解約理由は農業廃止のためで

す。 

報告第６号、貸人、●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●●●

で、申請地、●●●●●●●●●●番●です。解約理由は農業廃止のためで

す。 

報告第７号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●●

●で、申請地、●●●●●●●●●●●●番●他１筆です。解約理由は農業

廃止のためです。 
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議長（会長） 

 

 

十川隆行委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

報告第８号、貸人、●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●●●●●

で、申請地、●●●●●●●●●●●●番です。解約理由は農業廃止のため

です。 

報告第９号、貸人、●●●、●●●●様、借人、●●●●●、●●●様

で、申請地、●●●●●●●●●番です。解約理由は借り手の都合のためで

す。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１

号、第２号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

農地法第３条に基づく申請審議について、今回の３条申請の案件は２件ご

ざいまして、２件ともが経営規模拡大の案件で、３筆、２，４０８㎡でござ

います。 

会長提出議案第１号、地区番号４、受付年月日、令和３年１１月２６日。

譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●●●●●、●●

●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●番。台帳地目、現況地目とも

に田、地積３６１㎡。譲渡人の申請事由は高齢化。譲受人の申請事由は経営

規模の拡大。権利は所有権の移転で、経営面積１１，８９１㎡。受人従事数

は３。資料は１ページ目でございまして、申請地は●●●●●●●から南西

約３５０ｍに位置し、譲受人については、申請地周辺にも農地を所有し、経

営面積の保全管理も行なっております。 

続きまして、会長提出議案第２号、地区番号４、受付年月日、令和３年１

１月２６日。譲渡人、●●●、●●●様。譲受人、●●●●●●、●●●

様。申請地、●●●●●●●●●●●番●、●●●●番●、計、田２筆。台

帳地目、現況地目全て田、地積合計２，０４７㎡。譲渡人の申請事由は高齢

化。譲受人の申請事由は経営規模の拡大。権利は所有権の移転で、経営面積

５２，５５９㎡で、受人従事数は２。資料は２ページ目でございまして、申

請地は●●●●●●●●●●から北約７５０ｍに位置し、譲受人について

は、申請地周辺に農地を所有し、経営面積の保全管理も行なっております。 

以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

先日、全員で見てまいりました。問題なかろうということです。よろしく

審議お願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号、第２号につきまして質

疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号、第２号につきましてお諮りします。議案第１号、

第２号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号、第２号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 非農地証明願について、会長提出議案第３号から
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第７号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、非農地証明願について説明します。議案書の２ページをご覧く

ださい。今回の非農地証明案件は５件ございます。面積に致しまして１，２

６２．６３㎡の７筆です。それでは、個別案件についてご説明させていただ

きます。 

会長提出議案第３号、地区番号１、受付年月日、令和３年１１月２６日。

申請人、●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●他１

筆です。２筆とも台帳地目畑、現況地目山林、２筆の地積合計が３１６㎡ご

ざいます。申請理由と致しましては、平成５年頃から２５年以上耕作不能な

状態が継続し、山林化したためです。お手元の資料の３ページ、４ページを

ご覧いただきたいと思います。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●から南南西へ約６２

０ｍに位置しております。申請地は平成３０年に相続されています。当該申

請地は申請者の祖母が耕作していましたが、平成５年に亡くなり、それ以降

耕作放棄となり、山林化しました。また、再生利用が困難と見込まれる荒廃

農地に分類された土地、赤判定と確認されています。位置図は資料３ページ

左側、写真方向図は資料３ページ右側、現況写真は資料４ページになるの

で、ご確認ください。 

会長提出議案第４号、地区番号１、受付年月日、令和３年１１月２６日。

申請人は●●●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●●●●番

●でございます。台帳地目は畑、現況地目は原野、地積は２８６㎡でござい

ます。申請理由と致しましては、昭和５７年頃から３５年以上耕作不能な状

態が継続し、原野化したものです。お手元の資料の５ページ、６ページをご

覧いただきたいと思います。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から北北東へ

約１，３００ｍに位置しております。申請地は平成２８年に相続しておりま

す。申請地は海岸沿いにあり耕作に不向きな農地のため、耕作放棄となり原

野化しました。位置図は資料５ページ左側、現況写真は６ページになるので

ご確認ください。 

会長提出議案第５号、地区番号１、受付年月日、令和３年１１月２６日。

申請人は●●●、●●●●様で、申請地、●●●●●●●●●●●●番●で

ございます。台帳地目は田、現況地目は道路でございます。申請理由と致し

ましては、昭和５０年以降、水路の管理道及び農地への進入路と利用してい

るためです。お手元の資料７ページから８ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●から北へ約２０ｍ

に位置しております。申請地は令和２年に相続しております。当該申請地は

●●●●●●●の拡張、整備に伴い、水路の管理道及び農地への進入路とし

て造成されましたが、登記の手続きがされないまま現在に至ったため、申請

するものです。位置図は資料７ページ左側、現況写真は資料８ページになる

ので、ご覧ください。 

会長提出議案第６号、地区番号３、受付年月日、令和３年１１月２６日。

申請人、●●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●番●他１筆

です。２筆とも台帳地目畑、現況地目山林、２筆の地積の合計４５６㎡ござ

います。申請理由と致しましては、平成３年頃から３０年以上耕作不能な状

態が継続し、山林化したためです。お手元の資料の９ページ、１０ページを

ご覧いただきたいと思います。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●から東南東へ約５７０

ｍに位置しております。申請地は平成２２年に購入されております。申請地

は平成３年頃から耕作不便な農地であり耕作放棄となっていました。申請者
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議長（会長） 

 

 

は耕作の意思を持って購入したものの、既に山林化が進んでおり、耕作放棄

となり山林化しました。位置図は資料９ページ左側、写真方向図は資料１０

ページ左側、現況写真は資料１０ページ右側になるので、ご確認ください。 

会長提出議案第７号、地区番号４、受付年月日、令和３年１１月２６日。

申請人、●●●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●●●番●

です。台帳地目田、現況地目雑種地、地積１９６㎡でございます。申請理由

と致しましては、令和３年１１月から農機具、農作業車置場として利用を始

めたためです。お手元の資料の１１ページ、１２ページをご覧いただきたい

と思います。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から北へ約

１，１００ｍに位置しております。申請地は平成３１年に購入されておりま

す。申請地は、隣接する農地を耕作するために、農機具、農作業車置場とし

て利用を始めました。また、農作業場としても利用されます。位置図は資料

１１ページ左側、現況写真は資料１２ページ右側になるので、ご確認くださ

い。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

それでは、ご報告致します。会長提出議案３号、４号、５号の非農地証明

願ですが、内容については事務局の説明のとおりであります。地区委員会と

致しましては、現地に出向き、区画や境界の杭なども含め確認をし、３議案

ともに問題はなかろうということになりましたので、よろしくお願い致しま

す。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 
 

第６号のご報告を致します。これも畑と地目はなっておりますけれども、

すっかり山林化して、１０ページの写真を見ていただいたら分かるとおり、

木が生い茂っております。私たちはこれでよろしかろうという判断をしまし

た。どうぞよろしくご審議いただきたいと思います。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

７号議案、昨日、全員で見てきました。慎重審議をお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第３号から第７号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号から第７号につきましてお諮りします。議案第３号

から第７号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号から第７号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提

出議案第８号、第９号を議題とし、一括上程致します。 
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それでは、事務局より説明を求めます。 

 

農地法第４条に基づく申請審議について、今回の４条申請の案件は２件ご

ざいまして、筆数２筆で、面積にして１，２７３㎡です。 

それでは、個別の案件についてご説明します。議案書第３ページで、会長

提出議案第８号、地区番号４、受付年月日、令和３年１１月２６日。申請

人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●番●。

台帳地目、現況地目ともに畑。地積１，０１６㎡。転用目的、太陽光発電施

設。建築面積２２．４４㎡。工事着完予定年月日は令和４年２月１５日から

令和４年９月３０日。農地区分は第２種農地。備考と致しまして、農振個別

除外事前協議済みで、資料は１３ページから１４ページでございます。位置

図を１３ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●●●●

●から南東へ約８００に位置し、申請地の隣接は、畑、道路、雑種地に接し

ております。申請理由ですが、今後、個人としての安定した生活資金の充実

のための申請でございます。土地利用計画図等から、既存農地を整地した敷

地に太陽光発電パネル５２枚を設置し、敷地の北東側にある電柱へ送電する

計画です。また、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意、経済産業省の

認定も受け、事業実施も確実であることから、許可相当と判断するもので

す。 

続きまして、会長提出議案第９号、地区番号５、受付年月日、令和３年１

１月２６日。申請人、●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●

●●●●番●。台帳地目畑、現況地目雑種地。地積２５７㎡。転用目的、貸

駐車場。工事着完年月日は、無断転用でございまして、令和２年４月１日か

ら令和２年５月３１日。農地区分は第２種農地で、備考と致しましては、無

断転用でございまして、併せ利用地があり、農振個別除外事前協議済みで、

資料は１５ページから１６ページで、位置図を１５ページに掲載しておりま

す。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●、●●●●●●●

●●●から東へ約７７０ｍのところに位置し、申請地の隣接は、畑、道路、

雑種地に接しております。申請地は貸駐車場として令和２年４月に造成した

土地であり、このたび無断転用が判明したため、是正を行うものです。な

お、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始末

書も添付され、反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと

考えております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

８号議案、問題なかろうということで、よろしくお願いします。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

１１日に現場確認を致しました。問題なしと判断いたしますから、ご審議

のほどよろしくお願い致します。以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第８号、第９号につきまして質

疑等がありましたら発言を認めます。 
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「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号、第９号につきましてお諮りします。議案第８号、

第９号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号、第９号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１０号から第１６号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

農地法第５条に基づく申請審議について、今回の５条申請の案件は７件ご

ざいまして、筆数は１０筆、面積にして１，７６７㎡です。それでは、個別

の案件についてご説明します。 

議案書４ページでございます。会長提出議案第１０号、地区番号２、受付

年月日、令和３年１１月２６日。譲渡人、●●●、●●●●様。譲受人、●

●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●番●、●●●番●、計

２筆。台帳地目、現況地目全て田、地積合計２５８㎡。転用目的は駐車場。

工事着完予定年月日は令和４年２月１日から令和４年３月１日。権利は所有

権の移転売買で、農地区分は第２種農地です。備考と致しまして、併せ利用

地があり、農振個別除外事前協議済みでございます。資料は１７ページから

１９ページで、位置図を１７ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●から北

へ約１，１００ｍに位置し、申請地の隣接は、墓地、宅地、道路に接してお

ります。申請人はイラスト業を営み、現在、●●の借家に住んでいますが、

申請地の併用地である宅地及び建物を購入し、住居兼事務所として使用する

に当たり、関係業者との打ち合わせやレッスン、ワークショップのための来

客用の駐車場スペースが必要となり、今般の申請に及びました。地元土改良

区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第１１号、地区番号３、受付年月日、令和３年

１１月２６日。譲渡人、●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●、●●●

●様。申請地、●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目ともに田、地積

３７０㎡。転用目的は分家住宅で、建築面積は１２２．５㎡です。工事着完

予定年月日は令和４年２月４日から令和４年１２月３１日。権利は使用貸借

権の設定で、農地区分は第１種農地で、備考と致しましては、農振個別除外

事前協議済みで、資料は２０ページから２１ページでございまして、位置図

を２０ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●から南

へ約９３０ｍに位置し、申請地の隣接は、田、水路、道路に接しておりま

す。申請人は現在借家に住んでいますが、現在の借家が手狭になったため

に、実家の近くに分家住宅を新築しようと計画し、申請に及んだものです。

なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第１２号、第１３号は関係議案なので同時に説

明致します。地区番号は３、受付年月日は令和３年１１月２６日。譲渡人、

●●●●、●●●●様、●●●様。譲受人は●●●●、●●●●様。申請地

は●●●●●●●●番●他３筆、計４筆で、台帳地目は畑２筆、田２筆、現

況地目全て宅地、地積合計４９２㎡。転用目的は農家住宅の宅地拡張で、建

築面積は４５４．８５㎡です。工事着完年月日は、無断転用でございまし

て、平成１２年１月１０日から平成２５年９月３０日。権利は使用貸借権の

設定で、農地区分は第１種農地でございます。備考と致しましては、無断転

用で、併せ利用地があり、第１２号については農振個別除外事前協議済みで



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

す。資料は２２ページから２５ページでございまして、位置図を２２ページ

に掲載しております。 

申請地の概要ですが、さぬき市●●、●●、●●●●●●から南約９３０

ｍに位置し、申請地の隣接は、田、宅地、道路、水路に接しております。申

請地は平成１２年頃から住宅用地として拡張した土地であり、このたび議案

第１１号案件の申請に際し無断転用が判明したため、是正を行うものです。

なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始

末書も添付され、反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ない

と考えております。 

続きまして、会長提出議案第１４号、地区番号５、受付年月日、令和３年

１１月２６日。譲渡人、●●●●●●、●●●様。譲受人、●●●、●●●

●様。申請地、●●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目ともに田、

地積１６㎡。転用目的は住宅への進入路で、工事着完予定年月日は令和４年

２月１日から令和４年６月３０日。権利は所有権の移転売買で、農地区分は

第３種農地です。備考と致しまして、併せ利用地がありまして、資料は２６

ページから２８ページで、位置図を２６ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●、●●●●●●●●

●●から南東約２５０ｍに位置し、申請地の隣接は、田、道路、境内地に接

しております。申請人は現在借家に住んでいますが、両親の近くの議案第１

５号の農地に分家住宅を新築しようと計画していたところ、建築基準法によ

り進入路の拡張が必要となったため、今般申請に及んだものです。地元土改

良区をはじめとする同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第１５号、地区番号５、受付年月日、令和３年

１１月２６日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様。譲受人、●●●、●●

●●様。申請地は●●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目ともに

田、地積は３１７㎡。転用目的は住宅、建築面積１１３．８６㎡。工事着完

予定年月日は令和４年２月１日から令和４年６月３０日。権利は所有権の移

転贈与で、農地区分は第３種農地です。備考と致しまして、併せ利用地があ

り、資料は２９ページから３１ページ目で、位置図を２９ページの左側に掲

載しております。 

申請地の概要ですが、●●●●●●●●●●から南東約２３０ｍに位置

し、申請地の隣接は、宅地、水路、道路、境内地に接しております。申請人

は現在借家に住んでいますが、現在の借家が手狭になったため、実家の近く

に分家住宅を新築しようと計画し、議案第１４号と併せて申請に及んだもの

です。なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第１６号、地区番号５、受付年月日、令和３年

１１月２６日。譲渡人、●●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●●、●

●●●様外１名。申請地は●●●●●●●●番●。台帳地目田、現況地目

畑、地積３１４㎡。転用目的は分家住宅で、建築面積１２３．５５㎡です。

工事着完予定年月日は令和４年２月１日から令和４年１１月３０日。権利は

使用貸借権の設定で、農地区分は第２種農地です。備考と致しまして、農振

個別除外事前協議済みで、資料は３２ページから３３ページで、位置図を３

２ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、●●●●●●●●●●から南南東約５２０

ｍに位置し、申請地の隣接は、宅地、水路、道路、田に接しております。申

請人は現在借家に住んでいますが、家族が増え現在の借家が手狭になったた

めに、実家の近くに分家住宅を新築しようと計画し、申請に及んだもので

す。なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報
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告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区、お願い致します。 

 

第１０号ですが、特に問題はないと思われますので、どうぞよろしくご審

議をお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致します。 
 

第１１号、１２号、１３号をまとめてご報告致します。 

１１号につきましては、農家のご子息の分家住宅ということで、私たちは

よろしいでしょうと判断しました。 

１２号、１３号につきましては無断転用の是正ということで、これも農家

住宅の宅地拡張という名目です。よろしいのではないでしょうかと判断しま

した。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致します。 

 

１４号、１５号は農家の分家住宅の関連になります。問題なしと判断して

おります。 

１６号におきましても同じように問題はないと判断致しましたので、ご審

議のほうをよろしくお願い致します。以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１０号から第１６号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号から第１６号につきましてお諮りします。議案第

１０号から第１６号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号から第１６号を原案のとおり認めることと致しま

す。 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第１７号を上程致します。なお、今月の議案で、整理番号２番、●●委員

さん、整理番号４０番、●●委員さん、農地中間管理事業対象農用地等総括

表の１番から１２番が●●委員さん、４８番から１０２番が●●委員さんの

関係議案になり、除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１７号についてご説明いたします。農地の貸し借りについ

てで、議案書の５ページから１０ページの説明となります。個人２０件、法

人２件、中間管理機構３１件の合計５３件となっております。 

５３件のうち新規３７件、再設定１６件となっております。５３件のうち

賃借権４件、使用貸借権４９件となっております。 

賃借権の内訳としまして、物納が１件、５，０００円が３件となっており

ます。 

期間は、１５年１件、１０年２５件、８年２か月１件、６年７件、５年１

５件、３年１か月１件、３年２件、１年１件となっております。 

続いて、農地中間管理事業対象農用地等総括表の３５件について説明しま

す。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 
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議長（会長） 

 

 

貸付先は、個人２７件、法人８件となっております。 

設定する権利等の種類は、使用貸借権３５件となっております。 

期間は、１０年２５件、８年２か月１件、６年６件、３年１か月３件とな

っております。 

利用内容は、水稲、麦、露地野菜、飼料用作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案

件も多いので、一括して質疑に入りたいと思いますので、質疑等がある場合

は整理番号指定の上、ご発言をいただきます。 

ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案の整理番号４０番、農地中間管理事業対象農用地等総括表

の１番から１２番、４８番から１０２番を除く議案第１７号について、原案

のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、原案のとおり承認することと致します。 

続きまして、●●委員の関係案件である議案整理番号２番、●●委員の関

係案件である議案整理番号４０番、●●委員の関係案件である農地中間管理

事業対象農用地等総括表の１番から１２番、●●委員の関係案件である４８

番から１０２の審議に入ります。それでは、●●委員、●●委員、●●委員

の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局からのからの説明を求めます。 

 

会長提出議案第１７号についての委員さんの案件は２件あり、新規１件、

再設定１件で、使用貸借権が２件となっております。期間は、１０年１件、

５年１件となっております。 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は６７件

で、使用貸借権となっております。 

期間は、１５年９件、１０年５７件、５年１件となっております。 

利用内容については、水稲、麦、露地野菜、飼料用作物の作付となってお

ります。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等はありませんでしょうか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●委員、●●委員の再入場を認めます。 
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（●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第１８号を議

題と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

そうしたら、会長提出議案第１８号の●●●●さんから説明させていただ

きます。住所が●●●●●●●●●●番地、生年月日が●●●●年●月●●

日生まれです。別紙の経営改善計画を参照してください。 

現在、酪農と水稲を生産しております。農業経営の規模拡大に関する現状

及び目標としまして、（１）生産について、酪農は現在、乳牛を２１頭飼育

し、生産量は１６万８，０００㎏で、５年後は３０頭を飼育し、生産量を２

５万２，０００㎏に増やす予定です。子牛のＦ１は１８頭飼育しており、５

年後には２５頭に増やしていきます。水稲は２５ａを作付して生産量が１，

２００㎏のところ、５年後も現状維持です。 

（３）農用地及び農業生産施設につきまして、ア農用地についてですが、

所有地が現在、田が７７ａで畑が６ａですが、こちらは５年後も変更はあり

ません。イの農業生産施設につきまして、牛舎が１棟５３０㎡、堆肥舎が１

棟２３２㎡で、５年後も現状維持です。 

乳業の増頭や、飼養管理を徹底し搾乳量の増加を図ることで、農業所得の

向上を目指します。現状の年間所得２２５万円のところ、５年後の目標４７

０万円を目指していきます。経験も実績もある方ですので、認定農業者の継

続認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

続きまして、２番目の●●●●さん、●●さんです。住所が●●●●●●

●●●●●番地、生年月日が●●●●年●月●日生まれ、奥さんのほうが●

●●●年●月●日生まれです。経営改善計画を参照してください。 

現在、アスパラガス、キャベツ、水稲、ブロッコリー、レタスを生産して

おります。農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生

産につきまして、アスパラガスは現在１８ａを作付して生産量が３，６００

㎏ですが、５年後、現状維持です。キャベツは現在１５０ａを作付して生産

量６０，０００㎏ですが、５年後は１８０ａに面積を増やし、生産量を８

１，０００㎏に増やす予定です。水稲は現在３５０ａを作付して生産量が１

６，８００㎏ですが、５年後も現状維持です。ブロッコリーは現在６０ａを

作付して生産量が６，６００㎏ですが、５年後は作付面積を８０ａに増や

し、生産量も８，８００㎏に増やしていきます。レタスは現在９２ａを作付

して生産量が１８，４００㎏ですが、５年後は作付面積を８０ａに減らし

て、生産量も１６，０００㎏にこちらは減る予定です。 

（３）農用地及び農業生産施設についてですが、アの農用地、所有地は現

在、田が１５４ａで畑が３ａですが、こちらは５年後も現状維持です。借入

地は現状、田が２５４ａのところ、５年後までに５００ａに増やします。特

定作業受託面積が１８０ａありますので、こちらを農業委員会及び農地機構

を通じて借入れの手続をしてもらいます。イの生産施設ですが、現状、パイ

１，８００㎡のところ、５年後も現状維持です。 

今後５年間は農業委員会や農地機構を通じて農地を借り入れ、規模拡大を

図ります。ブロッコリーの栽培面積の拡大及びキャベツの栽培管理の徹底に

より農業所得の向上を目指します。現状の年間所得４６０万円のところ、５

年後の目標４７０万円を目指します。経験も実績もある方ですので、認定農

業者の継続認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきましては●●地区の関係案件

ですので、地区代表委員からの補足事項等がありましたら、報告をお願い致
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します。 

 

●●さんは特に問題もなく頑張っておられますので、よろしくお願いした

いと思います。 

●●さん、ご夫婦で頑張っておりますので、引き続きよろしくお願いした

いと思いますので、お願いします。以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１８号について質疑等があり

ましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第１８号についてお諮

り致します。議案第１８号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、原案のとおり承認することと致します。 

続きまして、日程第８ 青年等就農計画の審査について、会長提出議案第

１９号を議題と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１９号についてご説明させてもらいます。 

●●●●さん、住所は●●●●●●●●●●番地●、生年月日は●●●年

●月●●日生まれの●●歳の方です。別紙の青年等就農計画をご覧くださ

い。 

●●さんは●●●●●●でブドウ栽培を計画しております。実家がブドウ

農家であり、農地を継承していく予定です。 

なお、●●さん所有農地の中には●●●●●●●●と新規就農者の●●さ

んもブドウ農場として農地を借りており、３者がブドウ栽培を行っている状

況です。 

現在、祖母が栽培している１３ａを引き継いだ上で、今後５年後までに６

０ａまで栽培面積を増やしていきます。生食用シャインマスカットを主体

に、生産量は現状１００㎏のところ、５年後までに３，２００㎏に増やす予

定です。 

栽培に関する技術や知識につきましては、ブドウ栽培歴６０年の祖母、そ

れから、●●●●●●●●の職員で●●●●●●の営農指導員の方及び新規

就農者の先輩である●●氏の３者から技術的指導を受けることが可能であ

り、恵まれた状況でブドウ栽培が可能であります。将来的には、先輩の●●

氏と共同で法人設立も検討しておりますので、今後の農業経営に期待ができ

ると思います。 

まだ若く経験も少ない農業者ではありますが、恵まれた状況もあり、本人

の意欲も大変ありますので、認定新規就農者の認定についてのご審議をよろ

しくお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきましては●●地区の関係案件

ですので、地区代表委員からの補足事項等がありましたら、報告をお願い致

します。 

 

それでは、ご説明致したいと思います。●●●●さんは●●歳という若さ

で、小さいときからおじいさんおばあさんのブドウ栽培を見ていて、大きく
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なったらこの跡を継ごうという気持ちがふつふつと沸いてきたそうです。 

それで、今はお勤めしておりますけれども、今月２８日で会社を退職し

て、それから本格的にブドウ栽培に取り組むそうです。よろしくお願い致し

たいと思います。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１９号について質疑等があり

ましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

岩澤委員さん、何かアドバイスがあったら。 

 

いいんじゃないですか。 

 

ヒアリングした人は全然ブドウの関係でない人ばっかりやったんで、あん

まり広うに突っ込んでヒアリングできなかったんですけど、アドバイスがあ

ったら教えてください。 

 

おじいさんも、ぐるりに栽培の先輩がおることなので、そういう人たちに

も聞いて、しっかりやってください。 

 

ありがとうございました。 

それでは、青年等就農計画の審査について、議案第１９号についてお諮り

致します。議案第１９号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、原案のとおり承認することと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第９ その他で、事務局あり

ませんか。 

 

そうしたら、お配りしています年金のチラシについて、担当のほうから説

明しますので、お願いします。 

 

１２月２０日発行のさぬき市広報１月号に農業者年金の記事があります。

今回は１月１日からの改正についてです。３５歳未満の方に限られますが、

１万円から通常加入できるようになります。ただ、国の支援を受けて加入が

できる方、原稿の真ん中あたりの四角で囲まれている要件を１つでも満たす

方なんですけど、については今回の対象にはなりません。また、１万円で加

入したとしても、例えば３５歳になるなど要件が１つでも外れてしまうと、

また保険料の変更手続が必要です。 

その他、もしこの件で地域の方から問合せがあって、分からないことがあ

りましたら、事務局のほうまでご連絡いただけたらと思います。 

それから、最後に、各地区の代表委員さんのところには推進委員さん方用

のパンフレットも置いてありますので、またお渡しいただけたらと思いま

す。あと、農政情報につきましても併せてお願い致します。 

以上です。 

 

あと１点、一筆調査について、また担当のほうからお願いします。 

 

一筆調査に皆さん回られていると思いますが、最初は今月末までという期

限にしていたのですが、コロナとかの影響でなかなか回りにくかったとは思
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うので、３月末までに期限を延ばしますので、それまでに提出をお願いしま

す。 

それと、あと、いつも農地パトロールの後に利用意向調査で回っていただ

いていますが、一筆調査の内容と同じなので、一筆調査が提出されていた

ら、その分で利用意向調査に代えようと考えています。 

それで、今回、利用意向調査の対象になる方と、今、一筆調査を提出して

いただいているものとマッチング致しまして、まだ一筆調査ができていない

方のリストを来月、１月の定例会のときにその名簿をお渡しするので、その

渡されたものは３月末と言わずに、もっと早めに回っていただけるようにお

願い致します。 

以上です。 

 

要は、利用意向調査と一筆調査が重なっとったら、もうそれに代えるとい

う話なので、それをチェックしてお渡しできるようにしますので、よろしく

お願いします。 

あと、次回の定例会なんですけども、年が変わりまして１月２０日木曜日

午後１時半から、場所はここ、同じ附属棟の多目的室で開催しますので、予

定をお願いしたらと思います。 

あと、農業改善計画審査の資料については後で回収しますので、机の上に

置いていただいたらと思います。 

以上です。 

 

以上をもちまして、令和３年１２月農業委員会定例会を閉会と致します。

慎重なるご審議、ありがとうございました。 

 

（ ２時２４分閉会） 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・青年等就農計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 



  

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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署名委員    ６番 

 

 

 

署名委員    ７番 

 


